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1. バイオマス熱供給施設方法論追加に伴う申請様式
変更について



4

1-1.第37回認証委員会における承認事項

第37回認証委員会において、追加要件としてバイオマス熱供給施設方法論の追加に
ついて承認いただきました。

第37回認証委員会資料5_グリーンエネルギーCO2削
減相当量認証制度の運営規則変更について



1-2.グリーンエネルギーCO2削減計画認定・相当量認証申請様式の変更

バイオマス熱供給施設方法論の追加に伴い、今後グリーンエネルギーCO2削減計画認
定・相当量認証申請様式のうち下記2点について、「参考資料３（①）」「参考資料４（②）」
の通り、当該方法論の選択項目を共通で追加いたします。
① グリーンエネルギーCO2削減等計画書
② グリーンエネルギーCO2削減等計画書（実績）

※なお、グリーンエネルギーCO2削減計画の認定番号につきましては、「参考資料２」の通り定めるものといたします。

＜グリーンエネルギー削減計画認定・相当量認証申請様式における追加項目（①②共通）＞



2. 改正省エネ法対応に伴う申請様式変更について
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2024年度より施行される改正省エネ法において、各事業者にて償却されたグリーンエ
ネルギーCO2削減相当量（tCO2）に紐づく非化石エネルギー使用量（kWh,GJ）につい
て、省エネ法への定期報告の対象となることご確認いたしました。

2-1.第36回および第37回認証委員会におけるご確認事項

第36回認証委員会資料3_改正省エネ法への
対応について
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2-2.グリーンエネルギーCO2削減相当量償却・取消申請様式の変更

事業者が保有する削減相当量の償却・取消を行う際、ダブルカウント防止のため、償
却量や償却目的等を記載したグリーンエネルギーCO2削減相当量償却・取消申請様
式の提出をいただいております。
前ページのご確認事項より、グリーンエネルギーCO2削減相当量償却・取消申請様式
である「償却・取消申請書（別紙）における「償却の場合、その目的」選択欄の文言につ
いて、「参考資料５」の通り、下記文言へ修正させていただきます。
• 修正前：温対法報告制度に用いる
• 修正後：温対法・省エネ法報告制度に用いる

※その他選択肢の文言については修正はございません。

＜グリーンエネルギーCO2削減相当量償却・取消申請様式における修正項目＞
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